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※　規則第７条の規定の適用を受ける職員については、既に初任給調整手当が支給されていた期間及び額を「参考」欄に記入する。

休職等によって支給されなかった期間

支給されなくなった時期及び理由
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初任給調整手当支給調書

支給根拠規定 法第１０条の４第１項　□第１号　□第２号　□第３号　□第４号組織・所属

発令事項等

勤務地：

官　職
採用又は異動時の

俸 　給 　表
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